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第三者割当により発行された第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の 

停止指定の決定に関するお知らせ 

 

  

当社は、2021 年３月８日に発行した第 10 回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」とい

います。）につきまして、割当先である和助キャピタル有限責任事業組合との間で締結した買取契約に基づき、

同社に対して下記のとおり本新株予約権の停止指定を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

(１) 銘 柄 名 株式会社イメージワン第10 回新株予約権 

(２) 停 止 期 間 の 決 定 日 2021年５月31日 

(３) 停 止 指 定 期 間 2021年６月８日から2021年７月６日まで 

(４) 
停止指定の対象となる新株

予約権の数（株式数） 

7,647個(764,700株)を上限とし、2021年６月８日時点で残存する

数 

 

 行使停止指定期間の発生により、21取引日全部コミット期間が延長されます。今後、停止指定が行われ

ず、かつコミット期間延長事由が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は2021年８月６日となりま

す。 

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021 年２月18 日公表の「第三者割当により発行

される第10 回新株予約権(行使価額修正条項付)の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

以 上 


